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01.はじめに（書類郵送による本人確認の流れ）
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 このマニュアルには、ドローン情報基盤システムの「書類郵送による本人確認の流れ」
の操作方法を記載していますので、必要な手続きを行う場合にご覧ください。
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02.ドローン情報基盤システムの利用に当たっての留意事項

※リンクを押すと外部サイトが開きます。

 ドローン情報基盤システムの申請手続き中に60分以上操作を中断（何も操作しない状
態）されますと、手続きのやり直しが必要になります。これは、パソコンまたはスマー
トフォンから離れている間に悪意を持った第三者に画面を見られ、個人情報が漏洩する
リスクを下げるための保護機能です。

 各フォームに入力すべき情報や、入力の方法が分からない場合、フォームの項目名の隣
にある マークにマウスのポインターを合わせて頂くことで、フォームに入力すべき
情報や入力情報の説明を表示できます。（スマートフォン利用の場合は、タップいただ
くことで表示されます。）

 システムを使用中は、ブラウザの「戻る」ボタンや「更新」ボタン等、ブラウザのボタ
ンは、押さないでください。システムが、正常に動作しなくなる可能性があります。

 複数端末による同時ログインはシステムが正常に動作しなくなる恐れがあるため、実施
しないでください。

 無人航空機登録制度やレベル4実現に向けた新たな制度、その他の飛行のルール等は、
国土交通省のホームページをご覧ください。
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https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
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書類郵送による本人確認の流れ

①説明文下部の「必ずこちらをご確
認ください。」をクリック

②本人確認書類の郵送方法を確認したら、
元の画面に戻って「次へ進む」をクリック
※このPDFファイルは、よくある質問の
「本人確認書類とはどのような書類でしょ
うか？」の項目からも参照出来ます。

③引き続き申請操作を継続し、受付
完了メールを受信しましたら、PDF
ファイル記載の内容に沿って本人確
認書類の郵送をお願いいたします。
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